
販路開拓をお考えの小規模事業者の皆様へお知らせです !!

中小企業庁 平成 30 年度第２次補正予算事業

小規模事業者（裏面参照）の持続的な経営に向け、経営計画に基づいて

実施する販路開拓（創意工夫による売り方やデザインの改変等）の取組

や販路開拓の取組と併せて行う業務効率化（生産性向上）のための取組

を支援するため、 （補助率２/３）を上限にその取り組み費用

に対し補助します。

小規模事業者持続化補助金とは・・・

小規模事業者が経営計画の作成や販路拡大の実施の際には、西秩父商工

会の指導・助言を受けられます。

①市区町村による創業支援等事業の支援を受けた事業者、買い物弱者対策に取り組む事業者
　については 100 万円が上限になります。（いずれかの一つの取組が選択可能）
②複数の事業者が共同して申請することもできます。複数の事業者が連携する場合には、「1事業
　者あたりの補助上限額」×連携小規模事業者数の金額となります。※上限は 500 万円です。
※①の事業を実施する場合は、事業を実施する地域の市町村が発行する確認書等の交付を受ける
　必要がありますので、締切までに余裕をもってご相談ください。

【対象となる販路開拓の取り組みの一例】※あくまで事業の一例です。

①広告宣伝　
　・新たな顧客層の取り込みを狙い、ホームページやチラシなどの広報媒体の作成

②集客力を高めるための店舗改装
　・幅広い年代層の集客を図るための店舗改装、店舗のバリアフリー化工事

③商談会・展示会への出展
　・新たな販路先の開拓を求めた新商品などの国内外の展示会へ出展の経費

④新商品の試作品の開発費・商品包装パッケージの試作品開発費
　・新製品、商品の試作開発費、新たな包装パッケージのデザインの外注費　等々

　★新たな事業計画のアイディア・実行力があればぜひ本補助金に取り組んでみてください★

　

本補助金に関する申請及びお問い合わせ・相談は

　西秩父商工会　 ０４９４-７５-１３８１まで

事業概要は裏面をご確認ください

本事業の申請希望企業に対する専門家【中小企業診断士 太田明良先生】の個別相談

会が下記の日程で予定されています。

申請希望者は必ず西秩父商工会までお問い合わせください。

【個別相談会】

6 月 6 日（木）・13 日（木）ともに 14：00 ～ 17：00　西秩父商工会館

なお、本事業に係る専門家による事業計画書作成研修会【集団指導・個別指導】を

予定しています。開催の有無・詳細が決定次第、申請希望者にお知らせいたします

ので、販路拡大の取組のアイディアをお持ちで本補助金の申請希望者は、必ず西秩

父商工会までお問い合わせください。




